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令和 7 年度愛知県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（ニホンジカ） 

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日まで) 
 

１ 背景及び目的 

 愛知県では、ニホンジカの近年の急速な生息数の増加や分布域の拡大、被害

増加の懸念に対処する積極的な捕獲等をすすめ、生息数・生息密度を減少させ

ることを目的に、令和４年３月に「第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ管理）」

（以下「特定計画」という。）を策定し、捕獲の推進及び被害防止対策に取り

組むとともに、その状況をモニタリングしている。 

 特定計画において、当面の捕獲目標は、６千頭以上を目安としており、毎年

度、市町村実施計画の中で、積極的な被害防止に向けた目標数を設定すること

としている。 

令和５年度の捕獲数は、指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲された 260 頭を

含む 6,791 頭であり捕獲目標を達成した。県内のニホンジカの推定生息数（中

央値）は、階層ベイズ法（令和６年度推定値）によると、令和２年度の 20,554

頭から令和５年度には 20,041 頭まで減少しているが、依然として高い水準に

ある。 

農業被害額については、平成 23 年度の約５千万円をピークに概ね減少傾向

にあったが、令和５年度には約４千万円と近年高止まりしている。農業被害を

防ぐためには、被害防除の推進とともに、捕獲目標の達成を継続する必要があ

る。 

これらの現状を踏まえ、適切な個体数管理を進めていくためには、現状以上

の捕獲圧を与える必要がある。このため、既存の市町村による有害鳥獣捕獲（被

害防止捕獲）事業に加え、県が実施主体となる指定管理鳥獣捕獲等事業を実施

する。 

※ 令和 5 年度の各捕獲分布図、生息分布図及び農業被害分布図を資料 1 に示す。 

 

２ 対象鳥獣の種類 

ニホンジカ 

 

３ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間 

実施区域名 実施期間 

愛知県指定管理鳥獣捕獲等

事業実施区域 

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

 

４ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域 

実施区域名 住所等 選定理由 他法令等 

愛知県指定

管理鳥獣捕

獲等事業実

施区域 

豊田市及び設楽町に

所在する鳥獣保護区、

特定猟具使用禁止区

域、牧場、国有林等 

特定計画の対

象区域で、鳥獣

保護区など、十

分な捕獲圧が

ない区域があ

るため。 

鳥獣保護区、鳥獣被害

防止特措法に定める

被害防止計画の対象

地域、市町村による捕

獲事業の実施区域 
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※ 平成 17 年以降に合併された市町村について、旧名を括弧書きで示す。 
※ 実施区域の詳細図を巻末図に示す。 

 

図 実施区域（着色部分） 
 
５ 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 

実施区域名 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 

愛知県指定管理鳥獣捕獲等事

業実施区域 
ニホンジカ捕獲数 300 頭 

※ 地区別の捕獲目標頭数を資料 2 に示す。 
 

６ 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容 

（１）捕獲等の方法 

 ① 使用する猟法と規模 

実施区域 使用する猟法 捕獲等の規模 

愛知県指定管理

鳥獣捕獲等事業

実施区域 

わな猟（くくりわな）、銃猟（夜間銃猟含

む。） 

※止め刺しには、原則として装薬銃、止め

刺し用刃物または電気止め刺し機を使

用 

※非鉛製銃弾を使用（止め刺しを除く。） 

※銃猟については、必要に応じライフル銃

も含む。 

捕獲従事者数

100 名程度 
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②作業手順 

 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施にあたっては、以下の手順で作業を進める。

なお、安全かつ効率的な捕獲を進めるために必要な事項については仕様書等

で詳細を定めるほか、受託者した事業者（以下「受託者」という。）と調整の

上決定する。 

ア 業務実施計画書の作成 

   捕獲事業の実施にあたって、適切な業務進行管理を県が確認するため、 

受託者は業務実施方法、実施体制、法令順守、安全管理体制等を含めた業

務実施計画を作成する。 

   業務実施計画書の記載項目は次のとおりとする。 

   ①業務の概要 

   ②業務の実施位置及び方法 

   ③業務において使用する機材 

   ④業務において必要な許可申請等 

   ⑤業務の工程管理、安全管理計画 

   ⑥緊急時の連絡体制 

イ 関係機関・団体との事前調整・作業実施の周知 

   捕獲の実施に当たっては、市町村、関係機関・団体と調整を図った上で、

事業の実施地域を決定する。 

ウ 必要な許可の取得や関係機関・団体との調整 

   受託者は捕獲事業に必要な許可を取得する。また、安全管理については、

安全教育等を実施するとともに、緊急時の連絡体制等に関して、県や関係

機関・団体と情報を共有する。また、実施区域内の地域住民や関係機関・

団体等に対し、十分な周知を行う。 

エ 捕獲作業の実施 

   捕獲個体について、捕獲日や捕獲地点、捕獲頭数、性別等のデータを収

集し、取りまとめる。捕獲個体の処分は、原則、埋設処分又は利活用し、

自家消費を除き利活用する場合は、食品衛生法に基づく食肉処理業の許可

を有する施設又は解体処理施設において処理を行うこととする。また、地

域の実情に合わせ、焼却することも可とする。 

   なお、錯誤捕獲が発生した場合は、やむを得ない場合を除き、原則とし

て放鳥獣するものとする。ただし、人身被害の未然防止を最優先し、人身

に危険が及ぶ可能性がある場合は、受託者は県や関係機関・団体に報告し、

指示を受けるものとする。 

オ 業務内容のとりまとめ 

   業務終了後、受託者は、捕獲情報（捕獲場所、捕獲数、雌雄別、幼成獣

別等）、写真等を整理する。 

カ 評価方法 

   県は、受託者から捕獲情報等を収集し、学識経験者、関係機関・団体（狩

猟団体及び行政機関）等の意見も踏まえ、事業の評価を行う。 
 



4 
 

 
（２）捕獲等をした個体の放置に関する事項（実施しない）  

① 放置する必要性 

 

  ② 放置の内容 

放置する時期 放置する区域 放置する数 捕獲等の方法 

    

③ 生態系、住民の安全、生活環境及び地域の産業への配慮事項 

 

 

（３）夜間銃猟に関する事項 

① 夜間銃猟をする必要性 

 津具高原牧場（設楽町）では、日出前 30 分間及び日没後 30 分間にニホンジ

カを目撃する事が多く、群れが集中する時間帯が限られている。また、これま

での捕獲事業の進展に伴い捕獲効率の低下等も懸念される。 

これらを踏まえ、さらに効果的かつ効率的な捕獲を進め、ニホンジカの適切

な個体数管理に資するために、通常日没までとされている狩猟可能時間を、日

出前 30 分間及び日没後 30 分間延長する必要がある。 

  ② 夜間銃猟の内容 

実施区域 実施日

時・時間 

銃猟の方法 実施者 

津具高原

牧場（設

楽町） 

５月頃～

２月頃 

日出前 30

分間及び

日没後 30

分間  

・牧場に１カ所ある出入口を閉鎖した

上で、高所から地面に向かって撃ち下

ろす待ち伏せ型の射撃を実施する。 

・ニホンジカを安全に狙撃できる範囲

を事前に設定し、同範囲内のニホンジ

カのみを狙撃する。 

・狙撃可能範囲を夜間でも視認できる

標識等で明示する。 

夜間銃猟に

係る認定基

準を満たす

認定鳥獣捕

獲等事業者 

③ 安全管理体制、住民の安全管理及び生活環境への配慮事項等 

・事前に、実施区域管理者、警察等の関係者と十分に調整を行い、事故が起き

ないように安全対策を行う。 

・実施に当たっては、安全管理のため射手１名、観測員１名、警備員２名以上

を配置し、平時及び事故発生時の連携体制を構築する。 

・周辺住民及び来訪者の安全管理のため、事前周知を確実に行い、実施時には

立入制限を行うよう調整する。 

・捕獲した個体は速やかに原則全頭回収し、適切に処分する。 
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７ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制 

【事業主体】愛知県 

【実施形態】委託 

【委託範囲】ニホンジカの捕獲 

【想定される委託先】 

認定鳥獣捕獲等事業者等、鳥獣の捕獲等に必要な安全管理体制並びに技能

と知識を有し、本事業を適正かつ効率的に実施できることが見込まれる者。 

【事業の実施体制】 

  捕獲実施時期が一部狩猟期間と重複するため、事故が起こらないよう安全

管理には入念な注意を払う。県及び受託者は関係機関・団体との連絡体制を

整え、安全かつ効率的な業務遂行に努める。 

８ 住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項 

（１） 住民の安全の確保のために必要な事項 

・県及び受託者は、市町村と連携し、地域住民や関係機関・団体に対し事業内

容について周知を図る。 

・受託者は、安全管理を徹底して捕獲事業を進めるよう責務を全うする。捕獲

従事者も相互の意思疎通を密に行い、安全管理を徹底する。 

・捕獲事業の実施期間中は、原則毎日わなの見回りを行うものとする。 

  また、わな設置時の注意喚起看板の表示、夜間銃猟を含め猟銃使用時の立

入規制措置や監視体制を整え、地域住民の安全を確保する。  

 

（２） 指定区域の静穏の保持に必要な事項 

・受託者は、捕獲事業者の証明となる従事者証を常に携帯する。 

・止め刺しで銃器を使用する際は、発砲回数を最小限にし、静穏の保持に努め

る。 

・捕獲個体を埋設処分する場合には、水源等に影響がない場所を選定するほか、

埋設方法についても地域住民等に十分配慮する。 

 

９ その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項 

（１） 事業において遵守しなければならない事項 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に加え、捕獲事業の遂

行にあたって関連する銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、自然公園法、

自然環境保全法、森林法及び電波法等の関連法令を遵守する。 

 
（２） 事業において配慮すべき事項 

 安全な捕獲事業を推進するため、地域住民や捕獲従事者の安全確保や危険回

避を含めた安全管理を徹底する。 

 さらに、現行の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置

に関する法律との整合性を確保し、各種捕獲事業の目的を達成するため、関係

機関・団体との協働の取り組みを進める。 
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（３） 地域社会への配慮 

 ニホンジカの適切な管理による地域社会の発展のため、必要に応じて、本事

業の目的や必要性に関する理解の促進を図る。地域住民から説明を求められた

際は、迅速に対応し、情報の周知や普及啓発に努める。 
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資料1（1）各捕獲分布図、生息密度分布図及び農業被害分布図 

 
令和5年度 捕獲分布図（狩猟） 

 
令和5年度 捕獲分布図（個体数調整） 

   
令和5年度 捕獲分布図（指定管理） 
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資料1（2）各捕獲分布図、生息密度分布図及び農業被害分布図 

 
令和5年度 生息密度分布図（階層ベイズ法による解析結果） 

 
令和5年度 農業被害分布図 

 
 
 

※「5km メッシュあたりの金

額。豊田市は、地区ごとの農

業被害額を 25 で除した値（他

市町村との比較のため）」 
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巻末図 実施区域図（設楽・稲武地区） 
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巻末図 夜間銃猟実施区域図（津具高原牧場 詳細図） 

 
 


